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最後のあいさつ（阿津川辰海）
その血は瞳に映らない（天祢涼）
ひきこもり家族（染井為人）
百年の時効（伏尾美紀）
イノセンス（誉田哲也）
激しく煌めく短い命（綿矢りさ）
図書館の公的供給（大場博幸）　　　　　ほか多数

美術館にもぐりこめ！（さがらあつこ）
地底の姫ラサラ（名木田恵子）
うさぎかぶしきがいしゃ（ふくながじゅんぺい）
ドーナツづくりはたいへん！（種村有希子）
まよなかのかくれんぼ（ケイティー・メイ・グリーン）
ルルとララのふわふわオムレット（あんびるやすこ）
がんばれ！ビニールてぶくろくん（ユソルファ）　ほか多数

今月の新着図書 Newly-imported books

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS
「小田切訓絵画ギャラリー」の展示作品入替について
　図書館で展示している小田切訓先生（雄武町出身／洋画家）の作品を 11 月
から入れ替えています。

「おとうさんのこわいはなし」絵本原画展開催中
　かとうまふみさんの絵本「おとうさんのこわいはなし」の原画展を開催して
います。
展示期間　11 月 21 日㈮まで

「柱三段 図書館落語会」の開催について
　北海道を中心に活動する落語家 柱三段 氏による落語会を開催します。
図書館で生の落語に触れてみませんか。
開 催 日　12 月 7 日㈰　　　　 開場　13：30 ～
対 象　小学校 5 年生以上　　開演　14：00 ～ 15：30
申込期限　11 月 25 日㈫まで

語学交流会「T
テ イ ラ ー ズ
aylor's E

イングリッシュ
nglish C

ク ラ ブ
lub」の開催について

　英語と日本語で気軽に楽しめる交流会です。ALT のリム・テイラー先生と、ゲームなどを通じてお話し
してみませんか。「もっと英語を話したい」、「興味はあるけれど英語に触れる機会がない」、そんな皆さんを
お待ちしています。
開 催 日　11 月 28 日㈮　17：30 ～ 18：30
対 象　中学生以上　※小学生以下は保護者同伴
申込期限　11 月 21 日㈮まで

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158－84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間

ht tps : / /www.
t o w n . o u m u .
hokka i do . j p /
kanko_bunka_
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

自家製はエンタメだ。
浜竹睦子 / 著

お店のメニューに " 自家製 "
とあると自分で作りたくなる
著者。プロの監修の下、210
品のレシピを豊富なイラスト
と漫画で紹介する。大人の自
由研究のような本。【第 12
回プロの選んだレシピ大賞】
を受賞。

10歳の哲学
齋籐孝 / 著

" 当たり前 " を疑って、問う
ことが哲学。物事を深く考え
られるようになると、生きて
いく上で大切な「自分の頭で
考える力」が身に付く。すべ
ての漢字にふりがな付き。テ
ーマごとに哲学者の言葉も紹
介する。

障害基礎年金の受給要件
　次の要件のすべてに該当する方が受給できます。

①障害の原因となった病気やけがの初診日（※ ¹）が次のいずれかの間であること
・国民年金加入期間
・20 歳前または日本国内に住んでいる 60 歳以上 65 歳未満の方で、年金制度に加入していない期間

②障害の状態が、障害認定日（※ ²）（障害認定日以後 20 歳に達したときは、20 歳に達した日）に、
　障害等級表に定める 1 級または 2 級に該当していること

③初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること（20 歳前の年金制度未加入期間
　中に初診日がある場合は、納付要件は不要です）
・初診日がある月の 2 か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間
　を合わせた期間が 3 分の 2 以上あること
・初診日が令和 18 年 3 月末日までにあるときは、初診日において 65 歳未満であれば、初診日の前
　日において、初診日のある月の 2 か月前までの直近 1 年間に保険料の未納期間がないこと

※ ¹ 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診察を受けた日のこと
※ ² 障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やけがについての初診日から 1 年 6　
　　か月を過ぎた日、または、1 年 6 か月以内に病気やけがが治った場合（症状が固定した日）は、
　　その日のこと

障害基礎年金の年金額（令和 7 年 4 月分から）

1 級
昭和 31 年 4 月 2 日以後生まれの方 1,039,625 円＋子の加算額

昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの方 1,036,625 円＋子の加算額

2 級
昭和 31 年 4 月 2 日以後生まれの方 831,700 円＋子の加算額

昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの方 829,300 円＋子の加算額

子の加算額
2 人まで 1 人につき　239,300 円

3 人目以降 1 人につき　 79,800 円

※子とは、18 歳になった後の最初の 3 月 31 日までの子、または 20 歳未満で障害等級 1 級・2 級の障害
　の状態にある子です。

問北見年金事務所お客様相談室→初診日に厚生年金加入中または第 3 号被保険者の場合
☎０１５７ ‐ ２５ ‐ ８７０３（自動音声案内 1 → 2）
問住民生活課戸籍住民係→初診日に国民年金加入中の場合

暮らしの

年金情報病気やけがで障害が残ったときは障害基礎年金


